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専第１号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２７年度

各務原市一般会計補正予算（第５号）を定めることについて専決処分したので、同条第３

項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２８年６月３日報告 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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専決第６号 

 

   平成２７年度各務原市一般会計補正予算（第５号）を定めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２７年度

各務原市一般会計補正予算（第５号）を定めることについて、次のとおり専決処分する。 

 

  平成２８年３月３１日 

                     各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

   平成２７年度各務原市一般会計補正予算（第５号） 

 

平成２７年度各務原市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,964,836千円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ49,935,546千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

1 市税 19,831,995 517,663 20,349,658

1 市民税 8,780,546 517,663 9,298,209

2 地方譲与税 400,000 53,848 453,848

1 地方揮発油譲与税 130,000 7,858 137,858

2 自動車重量譲与税 270,000 45,989 315,989

3 地方道路譲与税 0 1 1

3 利子割交付金 38,000 7,127 45,127

1 利子割交付金 38,000 7,127 45,127

4 配当割交付金 127,000 3,224 130,224

1 配当割交付金 127,000 3,224 130,224

5 株式等譲渡所得割 23,000 105,623 128,623

交付金

1 株式等譲渡所得割 23,000 105,623 128,623

交付金

6 地方消費税交付金 1,833,000 866,173 2,699,173

1 地方消費税交付金 1,833,000 866,173 2,699,173

7 ゴルフ場利用税交 20,000 3,060 23,060

付金

1 ゴルフ場利用税交 20,000 3,060 23,060

付金

8 自動車取得税交付 40,000 59,733 99,733

金

款 項 補正予算額 補正後予算額
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(単位：千円)

補正前予算額

1 自動車取得税交付 40,000 59,733 99,733

金

11 地方交付税 3,944,032 297,753 4,241,785

1 地方交付税 3,944,032 297,753 4,241,785

12 交通安全対策特別 20,000 6,101 26,101

交付金

1 交通安全対策特別 20,000 6,101 26,101

交付金

15 国庫支出金 7,474,418 45,301 7,519,719

2 国庫補助金 2,847,352 79,237 2,926,589

3 委託金 132,196 △ 33,936 98,260

16 県支出金 2,886,487 15,723 2,902,210

1 県負担金 1,634,723 859 1,635,582

2 県補助金 938,898 14,864 953,762

18 寄附金 317,195 23,707 340,902

1 寄附金 317,195 23,707 340,902

21 諸収入 862,198 1,500 863,698

6 雑入 418,266 1,500 419,766

22 市債 3,228,900 △ 41,700 3,187,200

1 市債 3,228,900 △ 41,700 3,187,200

歳　　入　　合　　計 47,970,710 1,964,836 49,935,546

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

2 総務費 4,755,411 △ 35,164 4,720,247

1 総務管理費 3,803,335 0 3,803,335

3 戸籍住民基本台帳 249,597 △ 35,164 214,433

費

3 民生費 13,718,472 0 13,718,472

1 社会福祉費 5,242,029 0 5,242,029

4 衛生費 3,490,468 0 3,490,468

2 環境費 2,426,659 0 2,426,659

7 商工費 1,386,065 0 1,386,065

1 商工費 1,386,065 0 1,386,065

8 土木費 3,619,016 0 3,619,016

2 道路橋梁費 1,505,893 0 1,505,893

4 都市計画費 1,529,923 0 1,529,923

5 住宅費 182,163 0 182,163

9 消防費 2,108,082 0 2,108,082

1 消防費 2,108,082 0 2,108,082

10 教育費 6,333,512 0 6,333,512

2 小学校費 2,091,671 0 2,091,671

6 社会教育費 1,130,806 0 1,130,806

7 保健体育費 1,543,593 0 1,543,593

13 諸支出金 6,580,297 2,000,000 8,580,297

3 基金費 1,667,550 2,000,000 3,667,550

歳　　出　　合　　計 47,970,710 1,964,836 49,935,546
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第２表　地方債補正

（変更）

補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

起債の目的

194,700 年 5.0％ 年 5.0％

以 内 以 内

349,300

消防施設整備
事 業

37,700

防災行政無線
整 備 事 業

10,200

小 学 校 施 設
整 備 事 業

108,500

72,600

起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額
起債の
方 法

利 率
償 還 の
方 法

限 度 額

鵜沼市民サー
ビスセンター
施設整備事業

千円 千円

317,500

34,200

9,300

194,900

107,200

68,200
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川島市民サー
ビスセンター
施設整備事業

勤 労 青 少 年
運動場再整備
事 業

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 

一般会計 

ただし､利
率見直し
方式で借
り入れる
資金につ
いて利率
の見直し
を行った
後におい
ては、当
該見直し
後の利率 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 公的資金

については、

その融資条

件により、

銀行その他

の場合には

借入先と協

定し、その

条件に従う

ものとする。 

 ただし、

市財政の都

合により据

置期間及び

償還期限を

短縮し、又

は繰上償還

若しくは低

利に借り換

えすること

ができる。 
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専第２号 

 

   専決処分の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２７年度

各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を定めることについて専決処分したの

で、同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求める。 

 

  平成２８年６月３日報告 

 

各務原市長  浅 野 健 司      
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専決第７号 

 

平成２７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を定めることにつ

いて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２７年度

各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を定めることについて、次のとおり専

決処分する。 

 

  平成２８年３月３１日 

                     各務原市長  浅 野 健 司      

 

 

   平成２７年度各務原市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 

平成２７年度各務原市の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるとこ

ろによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ410,000千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ10,086,097千円とする。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 



第１表　歳入歳出予算補正

　　 歳　　　　入 (単位：千円)

補正前予算額

10 繰越金 129,665 410,000 539,665

1 繰越金 129,665 410,000 539,665

歳　　入　　合　　計 9,676,097 410,000 10,086,097

款 項 補正予算額 補正後予算額
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　　 歳　　　　出 (単位：千円)

補正前予算額

1 総務費 134,394 410,000 544,394

1 総務管理費 134,394 410,000 544,394

歳　　出　　合　　計 9,676,097 410,000 10,086,097
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款 項 補正予算額 補正後予算額
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